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１．目的 
 本実施要領は、本市の住民基本台帳法に基づく異動届・異動通知の入力業務等を委託する

ことにより、スムーズな入力による市民サービスの更なる向上と、より効率的な行政運営を

行うため、委託業者を公募型プロポーザル方式により公募・選定するために必要な手続き等

を定めるものである。 

 
２．事業の概要 

（１）事業名 

  成田市市民課住民記録入力等業務委託 

（２）業務内容 

  別紙「成田市市民課住民記録入力等業務委託仕様書」のとおり 

（３）委託契約期間 

  令和３年１０月１日～令和６年９月３０日（３年） 

 
３．提案上限額 

 各年度の提案上限額は以下のとおりとする。 

（１）提案上限額 （消費税及び地方消費税を含む。） 

 令和３年１０月１日～令和４年３月３１日    ５，４００ 千円 

 令和４年 ４月１日～令和５年３月３１日   １０，６００ 千円 

 令和５年 ４月１日～令和６年３月３１日   １０，６００ 千円 

 令和６年 ４月１日～令和６年９月３０日    ５，３００ 千円 

                  合 計    ３１，９００ 千円 

※ 金額は契約額や予定価格を示すものではなく、事業の最大規模を示すための提案上限額

である。 

（２）消費税及び地方消費税について 

 金額にかかる消費税及び地方消費税の税率は１０％として算出すること。なお、委託契約

期間中に税率の変更があった場合は市と協議のうえ調整を行う。 

 
４．参加資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。 

（１）公募開始時点において、同業務に関する実績が過去５年以内に２年以上あること。 

＊同業務に関する実績とは、市民課入力業務（住民異動に基づく転入・転居・転出・世帯 

 異動等の入力業務）の実績を指す。 
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（２）プライバシーマーク使用許諾若しくはこれと同等の個人情報保護に関する認証、また

はＩＳＭＳ若しくはこれと同等のセキュリティマネジメントシステムの認証を受け

ていること。 

（３）千葉県内に本社、支社又は営業所があること。 

（４）納税義務者にあっては、国税及び地方税に滞納がないこと。 

（５）応募書類の提出時点において、本市の指名競争入札の指名停止等の措置を受けていな

い者であること。 

（６）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（７）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第１７条の規定に基づく更正手続開始の申立

て、民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２１条の規定に基づく再生手続開始の

申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしてい

る者でないこと。 

（８）成田市暴力団排除条例(平成２４年成田市条例第３９号) 第２条第１号に規定する暴

力団、同条第３号に規定する暴力団員等または第９条第１項に規定する暴力団密接関

係者に該当及び関係していないこと。 

（９）法人であること。 

 
５．スケジュール（予定） 

 令和３年５月１７日（月） 公募開始 

 令和３年５月２５日（火） 質問書の受付期限 

 令和３年６月 ４日（金） 質問書に対する回答期限 

 令和３年６月１１日（金） プロポーザル参加表明の受付期限 

 令和３年６月２１日（月） 企画書等の提出期限 

 令和３年６月２８日（月） １次審査（書類審査） 

 令和３年７月 ８日（木） ２次審査（プレゼンテーション） 

 令和３年７月中旬  選定結果の通知 

 令和３年７月下旬  契約締結 

 ただし、各実施日については変更が生じることがある。 

 
６．質問及び回答 

 本プロポーザルに関する質問については、次の通り受付及び回答を行う。 

（１）質問受付期限 
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 令和３年５月２５日（火） １７時 

（２）提出方法 

 ・質問書（第２号様式）により、電子メール（shimin@city.narita.chiba.jp）で行い、電

話で受信確認を行うこと。 

 ・メールの件名は「プロポーザル質問書（法人名）」とする。 

 ・電話などによる口頭での問い合わせには対応しない。 

（３）質問書に対する回答期限 

 令和３年６月 ４日（金） 

（４）回答方法 

 質問者へＦＡＸ又は電子メールにて回答する。 

 なお、提出された質問及び回答は、令和３年６月１４日（月）に全ての参加表明者に提供

する。 

 
７．プロポーザル参加表明 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、あらかじめ参加表明を行うものとする。 

（１）受付期限 

 令和３年６月１１日（金） １７時 

（２）提出場所 

 成田市市民生活部市民課  担当：飯嶋・澤地・小倉・榎本 

 （成田市役所 本庁舎１階） 〒２８６－８５８５ 成田市花崎町７６０番地 

（３）提出方法 

 持参または郵送とする。なお、郵送の場合は未着・遅延などが発生した際、理由の如何を

問わず本市は責任を負わない。 

（４）提出書類 

 プロポーザル参加申込書（第１号様式）１部 

 
８．企画書等の提出 

 提案は１者につき１案のみとし、提出書類の作成にかかる費用については提案者の負担と

する。また、提出された書類は返却せず、書類提出後の追加および修正も一切認めない。 

（１）提出期限 

 令和３年６月２１日（月） １７時 

（２）提出場所 
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 成田市市民生活部市民課  担当：飯嶋・澤地・小倉・榎本 

 （成田市役所 本庁舎１階） 〒２８６－８５８５ 成田市花崎町７６０番地 

（３）提出方法 

 持参または郵送とする。なお、郵送の場合は未着・遅延などが発生した際、理由の如何を

問わず本市は責任を負わない。 

（４）提出書類及び提出部数 

 次に掲げる書類のうち、①～⑤は１部、⑥は正本（代表者印押印のもの）を１部、副本を

１１部、⑦～⑨は１２部提出すること。 

  ① 見積書及び見積内訳書 

  ② 会社の登記簿謄本または履歴事項全部証明書（発行後３か月以内のもの） 

  ③ 印鑑登録証明書（発行後３か月以内のもの） 

  ④ 直近の事業年度分の納税証明書（国税（法人税、消費税及び地方消費税）及び県税

の未納税額がない証明書。市内に事業所等を有する法人については、さらに、法人

市民税の未納税額がない証明書） 

  ⑤ 定款（最新のもの） 

  ⑥ 企画書 

  ⑦ 賠償責任保険証及び補償内容が分かる書類の写し 

  ⑧ 会社概要（会社の概要がわかるパンフレットなど） 

  ⑨ プライバシー使用許諾若しくはこれと同等の個人情報保護に関する認証、またはＩ

ＳＭＳ若しくはこれと同等のセキュリティマネジメントシステムの認証の写し 

（５）辞退 

 プロポーザルの参加表明後に参加を辞退する場合は、令和３年６月２１日（月）１７時ま

でに、その旨を書面（任意様式）により提出すること。 

（６）市側からの照会 

 企画書の提出後、市側より提案内容その他について照会することがある。その場合は、速

やかに回答すること。 

 
９．企画書の構成 

（１）提出書類 

 用紙の規格はＡ４判（縦書き・横書きは問わない）に統一し、ページ番号を付番すること。 

（２）制限 

  ① 盛り込む提案は、一案とする。 
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  ② 表紙及び別に添付するカタログ・パンフレット等を除き、３０ページ以内の構成と

する。 

（３）必須記載事項 

 企画書には、下記に記載する事項について、必ず記載しなければならない。 

① 提案者の業務方針及び当該業務方針を実現するための方策 

  ② 本要領「４ 参加資格（１）」で示した業務実績の概要 

  ③ 業務従事者の配置予定 

  ④ 業務従事者の採用方針及び雇用保障 

  ⑤ 管理責任者の選定方針及び業務経験 

  ⑥ 業務従事者の事前研修体制について（関連法令及びシステム操作に関する技能向上

等） 

  ⑦ 人材育成のための取組みについて 

  ⑧ トラブル対応や退職による欠員等の危機管理体制について 

  ⑨ 本市との連絡調整や現場のバックアップ体制について 

  ⑩ 業務委託に向けての準備方法及び業務委託終了時の引き継ぎ方法 

  ⑪ 受託者のセキュリティ対策への取組や本業務のセキュリティリスクマネジメント 

  ⑫ 個人情報保護に係る業務従事者に対する指導等について 

  ⑬ 会社としての個人情報保護方針について 

  ⑭ その他、本市にとって有意義であり、かつ受託者が提供可能な業務提案 

 
１０．受託者の選定 

（１）審査方法 

  ① 審査は１次審査と２次審査とし、成田市市民課住民記録入力等業務委託公募型プロ

ポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）が行う。ただし、１次審査は

審査委員会の意見を聞き、事務局（市民課）において審査することができる。 

  ② 評価基準の各項目について事業者を評価し、評価点数の最も高い事業者を優先交渉

権者とする。 

（２）１次審査 

 １次審査は書類審査とし、提出された企画書などの書類を基に評価を行う。参加者が４者

以上のときは、第２次審査に進出する３者を選定する。ただし、参加者が３者以内のときは

１次審査を実施せず、全参加者を２次審査に進出させることにする。 

（３）２次審査 



6 
 

 ２次審査は令和３年７月８日（木）にプレゼンテーションを実施する。プレゼンテーショ

ンは、１者につき３０分以内（提案２０分以内・質疑１０分以内）とし、出席者は３人以内

とする。また、内容は提出した企画書などを基本とする。 

 開催時間などの詳細は１次審査後に、電子メールで通知する。なお、使用する機材などは

全て提案者が用意する。ただし、プロジェクター及びスクリーンは本市が用意する。 

 プレゼンテーションに欠席した場合は、辞退したものとみなす。 

（４）評価基準 

 審査は一人１８０点満点とし、最低基準点を１０８点とする。審査委員は別に定める評価

基準表の項目ごとに採点し、合計が高い順に順位をつける。 

（５）委託契約候補者の選定方法 

 審査委員会において、別に定める提案評価基準に基づき選定を行う。 

 
１１．審査結果の通知 

（１）１次審査結果は電子メールで、２次審査結果は文書で通知する。 

（２）審査結果についての異議は受け付けない。 

 
１２．契約 

（１）優先交渉権者を随意契約の相手方として契約を締結する。優先交渉権者が契約を締結

しない場合は、次に得点が高い事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した事業者

と契約を締結する。ただし、審査委員会が適切でない事業者と判断した場合は、この

限りではない。 

（２）本委託契約は３年間の長期継続契約とする。ただし、各年度の予算で支出が認められ

なかった場合は、中途で契約を変更、解除することがある。 

 
１３．委託料 

（１）委託業者から履行月分の業務完了報告に基づき、市は所定の検査を行う。当該検査の

合格をもって当該履行月分の請求を行うことができる。 

（２）委託料については、令和３年１０月１日からの委託開始をもって発生するものとし、

契約締結時から業務の委託開始までの間について委託料は発生しない。 

 
１４．失格事項 

 次の各号のいずれかに該当する場合は失格とする。 
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（１）「３ 提案上限額」の提案上限額を超えた提案がなされたとき。 

（２）提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

（３）提出期限までに提出書類の提出がなかったとき。 

（４）談合その他選定結果に影響を及ぼす不正行為があったとき。 

 
１５．留意事項 

（１）本プロポーザルに要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（２）受理した提出書類については、一切返却しない。 

（３）提出書類は、それぞれの提出期限までは内容の変更等を行うことができる。ただし、

内容の変更等を行う場合は、提出期限までに変更後の書類を改めて提出すること。 

（４）提出された企画書などは、本事業の選定以外に無断で使用しない。ただし、公平性、

透明性を期すために「成田市情報公開条例」などの関連規定に基づき公開することが

ある。 

（５）市が提供する資料・情報は、応募に係る検討目的以外での使用及び複製を禁止する。

また、検討目的であっても、市の承諾を得ることなく第三者に提供してはならない。

なお、資料について返却を求められた場合、速やかに返却すること。 

（６）審査委員会の会議は非公開とする。 

（７）選定結果についての異議等は一切受け付けない。 


